
















はじめに:まず初年度(昭和 58年)は、全国都道府県との比較において悪い結果を示すにい

たっている和歌山県の周産期死亡・乳児死亡 222 例について、ケース・コントロール研究

を行った.その結果、1)乳児死亡・新生児死亡の改善率に地区(保健所管轄区)差がみられる。

2)乳児死亡のうち新生児とくに低体重児の占める割合が高い.3)妊娠時の問題として、①初

診時期のおくれや受診回数の少ないもの、②日常生活の過ごし方に問題があるものなどが

指摘された.他方、昭和 50～53 年の乳児死亡の分析からは、兼業世帯・その他(住所の定ま

らない)世帯、自営業に乳児死亡が集積していることが明らかとなった。そして以上の結果

より、 

1.ハイ・リスク妊産婦の保健指導・管理の徹底、 

2.ハイ・リスク妊産婦とその新生児の一体化された救急医療体制の確立、 

3.保健衛生機関と医療機関の連携の強化、と他方では 

4.住民組織活動の推進、を重点施策として抽出した。 

次いで第二年度の昭和 59 年には、上記の成果を予防対策に反映させる意図をもって、医療

供給側の課題への対応策のひとつとして NICU の増設をすすめた。すなわち、NICU の必要

数の算定を行い、一次から三次、救急をかねたセンターを和歌山市と田辺市にそれぞれ一

ケ所設ける。また、地理的条件、出生数などを考え、一次(または一部二次)救急機能を備

えた小規模の NICU を橋本市、海南市、御坊市、新宮市に一ケ所、それに和歌山市にニケ所

設置することをとり定めた。この NICU 設置・運用の過程を通じ、行政をはじめ保健・医療

機関の間でシステム的連携のきざしがあらわれ、ハイ・リスク妊産婦の把握・低体重児の

救命に効果をあげることができた.また、アンケート調査により、同じ保健婦であっても新

生児死亡の対策に関し、保健所内勤務保健婦と市町村保健婦とではそれぞれ異なる意見を

有していることが明らかとなった. 

本年度(昭和 60 年)においては、まず、これまでに設置した NICU・PICU の稼働状況を調べ、

より効率的な運用を期した。また、改善のきざしがみえはじめた乳児(新生児)死亡率を一

層低下させ、これを定着化させるための不可欠の条件として、地区組織活動のすすめ方に

注目した.すなわち、活動のすすめ方に関し手掛りを得る目的で、現在の地区組織の活動状



況についての質問紙を作成し郵送調査を行った. 


